
平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
七
日

参

議

院

内

閣

委

員

会

重
大
な
犯
罪
を
防
止
し
、
及
び
こ
れ
と
戦
う
上
で
の
協
力
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

政
府
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
実
施
に
当
た
り
、
両
国
の
国
民
の
安
全
を
強
化
す
る
た
め
に
重
大
な
犯
罪
を
防
止
し
、
及
び
捜
査
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の
人
権
に
十
分
な
配
慮
を
行
え
る
よ
う
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
べ

き
で
あ
る
。

一

被
疑
者
と
し
て
指
紋
を
採
取
さ
れ
た
者
で
米
国
に
情
報
を
提
供
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
無
罪
判
決
が
確
定
し
た
者
に
つ
い
て

は
、
必
要
か
つ
相
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
被
提
供
国
た
る
米
国
に
対
し
、
重
大
な
犯
罪
を
防
止
し
、
及
び
こ
れ
と
戦
う
上

で
の
協
力
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う

）
第
十
条

。

１
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
目
的
外
使
用
又
は
第
三
国
等
へ
の
開
示
に
同
意
し
な
い
よ
う
、
慎
重

な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。

二

協
定
及
び
本
法
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
国
家
公
安
委
員
会
は
そ
の
状
況
を
適
切
に
管
理
し
、
指
紋
提
供
件
数
、
追
加
の

、

、

情
報
の
提
供
に
至
ら
な
か
っ
た
件
数

追
加
の
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
件
数
に
つ
い
て
定
期
的
な
情
報
の
提
供
を
受
け

必
要
な
場
合
に
は
、
随
時
そ
の
実
施
状
況
の
報
告
を
求
め
、
運
用
の
適
正
を
確
保
す
る
こ
と
。



三

協
定
及
び
本
法
に
基
づ
く
追
加
の
情
報
等
の
目
的
外
使
用
及
び
第
三
国
等
へ
の
開
示
の
同
意
に
当
た
っ
て
は
、
国
家
公
安

委
員
会
は
こ
れ
を
適
切
に
管
理
し
、
政
府
は
、
警
察
庁
長
官
よ
り
国
家
公
安
委
員
会
に
で
き
る
限
り
事
前
に
必
要
な
報
告
を

さ
せ
、
運
用
の
適
正
を
確
保
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
同
意
に
つ
い
て
は
、
そ
の
件
数
、
内
容
等
の
運
用
状
況
を
踏
ま
え
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
法
的
措
置
を
含
め
、
更
な
る
運
用
適
正
化
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

四

我
が
国
が
提
供
し
た
追
加
の
情
報
が
、
協
定
第
八
条
５

の
目
的
に
基
づ
き
、
我
が
国
の
安
全
そ
の
他
の
重
要
な
利
益
が

(1)

害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
警
察
庁
長
官
は
追
加
の
情
報
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
す
る
省
庁
に
意
見
を
求

め
る
な
ど
、
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


